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市民と市長の「対話集会」を開催
芦屋をよりよいまちとするため、市民の皆さんと髙
島市長との「対話集会」を市内集会所でテーマごと
に行います。
■日時＆会場【市民生活・安心安全】
　▶５月14日（火）午後２時～３時：前田集会所
　▶５月16日（木）午後７時～８時：奥池集会所
　▶５月18日（土）午前10時～ 11時：浜風集会所
　　　　　　　　 午後２時～３時：市民センター 203室
■対象＆定員　市内在住の方・各先着30人
■�申し込み　４月14日午前９時～ 30日午後５時に上記２次元コードから応募

フォームへ。※難しい方は電話〈平日・執務時間内、４月14日（日）のみ午前９時
～午後５時まで〉で下記へ。※駐車・駐輪スペースはありません。徒歩・バスをご
利用ください。※同伴者の有無・手話通訳・要約筆記（ノートテイク）が必要な方
は申し込み時にお知らせください。

■問い合わせ　政策推進課☎38-2127

お知らせ

イベント

芦屋さくらまつり
さくら・縁日・音楽イベントを楽しみませんか。３
月19日～４月７日の日没以降に予定している桜
のライトアップも見どころです。
■日時　４月７日（日）午前10時～午後６時30分
■�会場　芦屋川東側道路（大正橋～業平橋）
　松ノ内緑地
■ 内容　縁日（24店舗）・ストリートステージ
　（松ノ内緑地）
■問い合わせ　芦屋さくらまつり協議会事務局☎38-2007（市民参画・協働推進課内）

次回は８月に「都市基盤・
行政経営」をテーマで実
施予定。詳細は今後の広
報あしや・市ホームペー
ジでご案内します。

期間中に一番素敵だと思う庭を選びませんか？

２０２４. ４　広報あしや

����各種窓口でキャッシュレス決済が可能に
対象窓口の証明書交付手数料や貸室使用料等の

支払いでクレジットカードや電子マネー、２次元コー

ド等キャッシュレス決済が利用

できます。利用できる窓口・手続

きは右記２次元コードへ。

������スマートロックの設置
施設を利用される方の利便性向上のため、

市民センター・打出教育文化センターでス

マートロックを設置します。貸室利用の際

は、暗証番号で開錠してください。両セン

ターの施設予約システムでは使用料の

キャッシュレス決済ができますので、支払い

のための来所が不要になりました。
打出教育

文化センター

市民センター

������引越しの際に必要な手続きが事前確認できる
芦屋市引越しに関するページから、簡単

な質問に答えることで必要な手

続きや持ち物を確認することが

できます。

���電子申請で便利に
来なくてもいい・書かなくてもいい・待たなくて

もいい市役所を目指して手続きの電子化を進

めています。

〈オンラインでご自宅から手続きが可能な例〉
▶�住民票・戸籍・市税の証明書の請求

　→ 自宅のパソコン・スマホからの申請で

証明書を郵送で送ります。近くのコン

ビニで発行できる証明書もあります

▶学童保育（留守家庭児童）の申し込み

　→ 年度当初の入会申し込みが自宅か

らできます

▶�家族が亡くなられた際に必要な手続きの来庁前の

事前情報登録

　→ 事前に手続きに必要な情報を登録いただくこと

で、スムーズに案内ができます

その他にも市税の振替口座廃止手続きなどが可能で

す。今後も対象手続きをどんどん増やしていきます！

コンビニ交付

電子申請

写真コンクールの詳細は
芦屋観光協会ホームページへ

【プリント部門】
■ 対象　今年撮影した芦屋市内の桜や「芦屋さくらまつり」会場での桜の写真で未

発表のもの。カラー写真４ツ切り・デジカメプリントA ４版（ワイド・組み写真不
可）と縮小版（２L）を各１枚。

■ 申し込み　所定の応募用紙（芦屋観光協会ホームページからダウンロード可）に
記入し作品の裏面に貼り付け、４月15日～ 21日〈必着〉で下記へ持参または郵送

（入選者へは直接通知、５月に表彰式）※応募作品は返却しません
【デジタル部門】
何 気 な い 春 の 芦 屋 の 風 景 を ス マ ホ
やPCから投稿してください。

芦屋さくらまつり写真コンクール

■問い合わせ　芦屋観光協会事務局☎38-2033（〒659-8501 精道町7-6）

ごみの分別アプリができました

お知らせ

ごみの分別方法を気軽に検索し
たり、収集日をお知らせする機
能 が つ い た ア プ リ が で き ま し
た。ぜひご利用ください。

■問い合わせ　
環境施設課☎32-5391

android版 iPhone版

問い合わせ　DX行革推進課☎38-2172

問い合わせ　DX行革推進課☎38-2172

ごみ収集日が
見やすく
なってます

今後オンライン申請可能な手続きをさらに増やし
来庁された場合も手続きの時間短縮とサービス向
上を目指します。

９月２日（月）から、市役所本庁舎・分庁舎・公光

分庁舎・保健福祉センターで、窓口受付時間が午前

９時～午後５時に変わります（現在午前９時～午後

５時 30 分）。窓口での受付最終時刻が午後５時まで

となりますのでご理解・ご協力をお願いします。

※ 福祉センターの貸室利用は従来通り午前９時～午

後９時 30 分です。


